R7.4月版 福島県
法人県民税・ 法人事業税・ 特別法人事業税の税率等について


１	法人事業税の税率等


	

区	分
	

所 得 等 の  区  分
	税	率

	
	
	R1.10.1～ R2.3.31
の間に開始する事業年度
	R2.4.1～ R4.3.31
の間に開始する事業年度
	Ｒ ４ ． ４ ． １ 以
後に
開始する事業年度

	







を得所 と標準課税する
人法
	
普通法人
(外形標準課税法人以外の法人)
	所得のうち年４００万円以下の金額
	３．５％
	３．５％
	３．５％

	
	
	所得のうち年４００万円を超え年 ８００万円以下の金額
	５．３％
	５．３％
	５．３％

	
	
	所得のうち年８００万円を超える金額
	７．０％
	７．０％
	７．０％

	
	公益法人等
人格のない社団、財団等
特別法人
協同組合、信用金庫、
医療法人等
	
所得のうち年４００万円以下の金額
所得のうち年４００万円を超える金額
	

年４００万円以下の金額：３．５％年４００万円超の金額：４．９％

	
	上記普通法人等で３以上の都道府県に事務所等を有し、資本金又は出資金の額が1,000万円以上の場合（軽減税率不適用）
	
７．０％
	
７．０％
	
７．０％

	
	上記特別法人等で３以上の都道府県に事務所等を有し、資本金又は出資金の額が1,000万円以上の場合（軽減税率不適用）
	
４．９％
	
４．９％
	
４．９％

	
形人外標準法課税
※ １
	所得割
	所得金額
	０．４％
	０．７％
	１．０％

	
	付加価値割
	付加価値額
	１．２％
	１．２％
	１．２％

	
	資本割
	資本金等の額
	０．５％
	０．５％
	０．５％

	



︵ を︶金等収入額 と準標課税す
る
人法
	電気供給業（小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を除く）、ガス供給業（一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を行う法人）、保険業、貿易保険業
	
１．０％
	
１．０％
	
１．０％

	
	電気供給業のうち、
・小売電気事業
・発電事業
・特定卸供給事業 ※ ２
を行う法人
	外形標準課税法人以外の法人（収入金額）
	–
	１．０％
	１．０％

	
	
	外形標準課税法人 ※１
（収入金額 / 付加価値額 / 資本金等の額）
	
–
	収: 0.75%
付: 0.37%
資: 0.15%
	収: 0.75%
付: 0.37%
資: 0.15%

	
	ガス供給業のうち、特別一般ガス導管事業者に係る供給区域内でガス製造事業を行う法人（特定ガス供給業法人）
（収入金額 / 付加価値額 / 資本金等の額）
	
–
	収: 1.85%
付: 0.48%
資: 0.32%
	収: 0.77%
付: 0.48%
資: 0.32%


※１ R7.4.1以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の法人に加え、前年度外形標準課税対象で当年度末資本金1億円以下かつ払込資本10億円超の法人も対象。
※２ 特定卸供給事業に係る税率は、R4.4.1以後に終了する事業年度から適用。
２	特別法人事業税の税率等

３	法人県民税の税率等

· 均等割

	区	分
	納 め  る  額

	資本金等の額が５０億円を超える法人
	年額 ８８０，０００円
（うち県森林環境税８０，０００円）

	資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下の法人
	年額 ５９４，０００円
（うち県森林環境税５４，０００円）

	資本金等の額が１億円を超え１０億円以下の法人
	年額 １４３，０００円
（うち県森林環境税１３，０００円）

	資本金等の額が１，０００万円を超え１億円以下の法人
	年額	５５，０００円
（うち県森林環境税 ５，０００円）

	上記の法人以外の法人等
	年額	２２，０００円
（うち県森林環境税 ２，０００円）


(注) １「資本金等の額」は法人税法第２条第１６号に規定。H27.4.1以後は①無償増減資等を加減算、②「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合はその合計額とする。
２ R8.3.31までに開始する各事業年度に県森林環境税として10％が加算されます。 ３ 「上記の法人以外の法人等」の区分が適用となる法人は以下のとおりです。
（１）公共法人及び公益法人等
（２）一般社団法人及び一般財団法人
（３）人格のない社団等
（４）資本金の額又は出資金の額を有しないもの
（５）資本金等の額1,000万円以下の法人
· 法人税割

	区	分
	税 率
（ R1.10.1以後に開始する事業年度）

	資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人及び相互会社
	
法人税額
	
×
	
１．０％

	
資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人
	課税標準となる法人税額が年１，０００万円を超える場合
	
	
	

	
	課税標準となる法人税額が年１，０００万円以下の場合
	法人税額
	×
	１．０％


※ 令和元年１０月１日以後に開始し、令和９年１月３１日までに終了する各事業年度分について適用されます。
４	その他

〇 申告書様式の入力用は提出不要
〇 独自作成の申告書で申告する場合、本県送付の申告書用紙添付不要〇 eLTAXで電子申告・納付可能 https://www.eltax.lta.go.jp/
〇 R1.9以前開始事業年度の税率は県HPで確認
〇 申告書・納付書等は税務課HPからダウンロード可能（手続きはeLTAXまたは各地方振興局にて）




	

法人区分
	

課税標準
	税	率

	
	
	R1.10.1～ R2.3.31
の間に開始する事業年度
	R2.4.1～ R4.3.31
の間に開始する事業年度
	Ｒ ４ ． ４ ． １ 以
後に 開始する事業年度

	普通法人
(所得を課税標準とする法人)
	
法人事業税の所得割額
	３７．０％
	３７．０％
	３７． ０％

	特別法人
	
	３４．５％
	３４．５％
	３４． ５％

	外形標準課税法人
	
	２６０． ０％
	２６０． ０％
	２６０． ０％

	電気供給業（小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業を除く）、ガス供給業（一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を行う法人）、保険業、貿易保険業を行う法人
	

法人事業税の収入割額
	
３０．０％
	
３０．０％
	３０． ０％

	電気供給業のうち、
・小売電気事業
・発電事業
・特定卸供給事業  ※ を行う法人
	
	
３０．０％
	
４０．０％
	
４０． ０％

	ガス供給業のうち、特別一般ガス導管事業者に係る供給区域内でガス製造事業を行う法人（特定ガス供給業法人）
	
	３０．０％
	６２．５％
	６２． ５％


※ 特定卸供給事業に係る税率は、R4.4.1以後に終了する事業年度から適用。
